
感染症
対策新型コロナウイルス

ワクチン接種に関することや事業主
への支援施策などを紹介します。
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新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休校に伴い、子どもの世話を行うために仕事を
休まざるを得なくなった労働者に対して特別休暇を取得させた事業主への助成制度です。

▶支給額　有給の特別休暇を取得した労働者に支払った休暇中の賃金相当額×10/10
（日額上限13,500円または15,000円）

 　

医療従事者は２回目接種後、８カ月以上後に追加接種として３回目を接種する予定です。
医療従事者以外の対象については、未定です。

本人の意思で接種しない方、体調不良や基礎疾患（持病）などにより接種できない
方もいます。
ワクチン接種をしていないことで差別や区別をすることはやめましょう。
ワクチン接種の有無にかかわらず感染予防を継続しましょう。

今後の見通し

ワクチン接種は任意の接種です。

１回目       ２回目
65歳以上　　92.8％　  91.1％

64歳以下　　76.1％　  58.6％

愛南町において、12歳以上の方の８割が10月末までに接種を完了する予定です。
ワクチンの供給に限りがありますので、接種を希望される方は早めに申し込み下さい。

  事業主・企業の労務担当の皆さま 

 小学校休業等対応助成金のご案内
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※ワクチンのWEB予約は、
11月末をもって終了します。

新型コロナウイルス

ワクチン接種の状況について（令和３年10月４日時点）

ワクチンパスポートがデジタル化（アプリ）する予定です。
パスポートを発行するにはマイナンバーカードが必須です。
詳細については、随時お知らせします。

【問い合わせ先】　愛媛労働局雇用環境・均等室　
電話：089-935-5222


